
　青少年就労支援ネットワーク静岡では、皆さんが地域で安心してボランティ
ア活動に取り組めるようにＮＰＯ保険に加入をしています。
　登録されたボランティアの皆さんは、団体が主催するボランティア活動中の
事故やトラブルにより、怪我や物損をした際には、NPO保険が適用されます。

・ＮＰＯ活動中の第三者に対する損害賠償をカバ
ーします。
・ＮＰＯ活動中に参加者が被った傷害をカバーし
ます。

賠償責任保険

職場体験や職場見学の伴走中に、先方の備品を壊してしまった。
フォローアップミーティング中に怪我をしてしまった。
セミナーで机やいすの移動をしていた際に倒してしまい、
近くにいた方を怪我させてしまった　等

団体の契約内容と補償額01

事故やトラブルが発生したら…02

ご本人より、各事業拠点へ連絡をお願いします。

NPO保険NPO保険についてのご案内

NPOの活動に参加するすべての方へ

具体的には…

◎施設、生産物、対人、対物共通
保険金額２億円
(支払限度額)

◎受託物、借用財物（管理財物）

地域若者サポートステーションかけがわ
TEL／0537-61-0755
MAIL／info@sskakegawa.jp
磐田市就労準備支援センター
TEL／0538-37-1351
MAIL／info@sj-iwata.biz
　 

沼津市自立相談支援センター
TEL／055-922-1620
MAIL／numazu-jiritu@air.ocn.ne.jp

富士宮市就労準備支援センター
TEL／0544-29-7433
MAIL／shuurou-fujinomiya@bird.ocn.ne.jp
富士市若者相談窓口 ココ☆カラ
TEL／0545-55-0562
MAIL／f-wakamono@chive.ocn.ne.jp

静岡地域若者サポートステーション
TEL／054-351-7555
MAIL／shizusapo@aurora.ocn.ne.jp

特定非営利活動法人 青少年就労支援ネットワーク静岡

静岡地域若者サポートステーション 藤枝サテライト
TEL／054-631-9077

保険金額50万円
(支払限度額)

NPOの活動に参加するすべての人々が活動中に
被った傷害をカバーします。

※NPOの会員…NPOに登録するボランティアの皆さんと利用者の皆さん

※注意事項・・・・自家用車の損害、対人、対物等の補償はないのでご加入
の自動車保険にて対応が必要です。充分ご注意いただくとともに、自動車
保険の見直しをお願いします。

傷害保険

◎死亡、後遺障害保険金 保険金額500万円
(支払限度額)

◎入院保険金日額 1日3,000円
(180日まで)

◎通院保険金日額 1日2,000円

特定非営利活動法人

青少年就労支援ネットワーク静岡

西部

中部

東部

緊急性に応じ、救急車、警察等への連絡を先にしてください。
また、現状保全のため、証拠や写真を保存し、同時に、日時・場所・で
きごと・関係者・記録者を記録しておいてください。相手方のある場合
は、意思疎通をよく図って進めてください。


